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　平成27年度の個人市民税・県民税の納税・税額決定通知書と課税明細書
を発送しますので、内容をご確認ください。また、市民税・県民税の課税や
納付方法などについて併せてお知らせします。

表　平成27年度の65歳以上の人の公的年金に
　　関わる市民税・県民税の納付方法
■平成26年度から引き続き、引き落としになる人

年金からの特別徴収（引き落とし）

仮徴収 本徴収

4月 6月 8月 10月 12月 平成28年
2月

平成27年２月と同額を４・
６・８月にそれぞれ引き落
とし

年税額から仮徴収した額
を差し引いた額を３回に
分けて引き落とし

納税方法

徴収月

税額

■平成27年度から新たに(改めて)引き落としになる人

普通徴収
（納付書または口座振替）

年金からの特別徴収
（引き落とし）

10月 12月 平成28年
2月

年税額の半分を２回に分
けて納付書又は口座振
替で納税

年税額の残り半分を10
月から３回に分けて引き
落とし

納税方法

徴収月

税額

6月 8月

1

2

4

3

　
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
な

ど
の
所
得
が
あ
る
人
は
、
市
か

ら
送
付
す
る
納
付
書
ま
た
は
口

座
振
替
で
納
め
ま
す
。

■
納
税
・
税
額
決
定
通
知
書
と

課
税
明
細
書
の
発
送

▽
発
送
予
定
日
　
４
月
１
日
現

在
、65
歳
未
満
の
人
＝
６
月
１
日
、

65
歳
以
上
の
人
＝
６
月
８
日
。

▽
納
期
　
６
・
８
・
10
月
、
翌

年
１
月
。
一
括
ま
た
は
年
４
回

払
い
。

■
納
期
内
は
、
ペ
イ
ジ
ー
納
付

が
で
き
ま
す
　パ
ソ
コ
ン
や
携

帯
電
話
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
バ
ン
キ
ン
グ
や
、
銀
行
Ａ
Ｔ

Ｍ
を
利
用
し
、
金
融
機
関
の
営

業
時
間
外
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

ペ
イ
ジ
ー
の
使
い
方
な
ど
、
詳

し
く
は
、
各

を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

▽
ペ
イ
ジ
ー
の
使
い
方
　

htt
p://www.pay-easy.jp/ind
ex.htm

l

。

▽
対
応
金
融
機
関
な
ど
　
市

。

■
納
期
内
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
、

郵
便
局
で
も
納
付
で
き
ま
す
　

た
だ
し
、
納
付
額
が
30
万
円
を

超
え
る
も
の
な
ど
、
バ
ー
コ
ー

ド
が
印
字
さ
れ
て
い
な
い
納
付

書
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。

■
給
与
所
得
に
関
わ
る
特
別
徴

※１合計所得金額　純損失、雑損失などの繰越控除前の総所得金額など（※２）の金額。
※２総所得金額など　総所得金額（※３）、上場株式などに関わる配当所得の金額（分離課税）、土地などに
関わる譲渡所得などの金額、株式などに関わる譲渡所得などの金額、先物取引に関わる雑所得などの金
額、山林所得金額および退職所得金額の合計額（純損失、雑損失などの繰越控除後の金額）。

額
は
、
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収

や
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で

納
め
ま
す
。

▽
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
対

象
　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人
。

①
平
成
27
年
４
月
１
日
現
在
、

65
歳
以
上
（
昭
和
25
年
４
月
２

日
以
前
の
生
ま
れ
）
②
平
成
26

年
中
に
支
払
わ
れ
た
公
的
年
金

な
ど
に
関
わ
る
市
民
税
・
県
民

税
が
課
税
に
な
る
③
平
成
27
年

１
月
１
日
以
降
、
引
き
続
き
市

内
に
住
所
が
あ
る
④
介
護
保
険

料
の
特
別
徴
収
の
対
象
。

　
そ
れ
以
外
の
人
の
年
金
所
得

に
関
わ
る
市
民
税
・
県
民
税
は
、

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納

め
ま
す
。

▽
確
定
申
告
な
ど
で
年
度
の
途

中
で
税
額
が
変
更
と
な
る
人
　

年
金
か
ら
税
額
を
引
き
落
と
し

で
き
な
く
な
る
た
め
、
残
り
の

税
額
を
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
で
納
め
ま
す
。

　
平
成
27
年
４
月
１
日
現
在
、

65
歳
未
満
の
人
の
年
金
所
得
に

関
わ
る
市
民
税
・
県
民
税
は
、

特
別
徴
収
事
業
所
に
勤
務
す
る

人
は
給
与
か
ら
特
別
徴
収
（
引

き
落
と
し
）
で
、
そ
れ
以
外
の

人
は
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
で
納
付
し
ま
す
。
な
お
、
確

定
申
告
書
や
市
民
税
・
県
民
税

申
告
書
で
、
給
与
以
外
の
所
得

に
関
わ
る
税
額
の
納
付
を
、
自

分
で
納
付
す
る
こ
と
を
希
望
し

た
人
は
、
年
金
所
得
に
関
わ
る

市
民
税
・
県
民
税
は
普
通
徴
収

と
な
り
ま
す
。

　
本
市
以
外
の
市
区
町
村
で
住

民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人
で

も
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人
は
、
道
路
の
管
理
や
ご
み

収
集
、
消
防
・
救
急
な
ど
の
行

政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
こ

と
か
ら
、
本
市
で
の
、
市
民

税
・
県
民
税
の
課
税
の
対
象
と

な
り
ま
す
の
で
、
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

▽
家
屋
敷
課
税
　
市
内
に
住
宅

を
所
有
す
る
市
外
へ
の
単
身
赴

任
者
な
ど
。

▽
事
業
所
課
税
　
市
内
に
事
務

所
や
事
業
所
が
あ
る
市
外
居
住

の
事
業
主
な
ど
。

▽
税
額
　
住
民
税
の
均
等
割
５

７
０
０
円
（
市
民
税
３
５
０
０

円
＋
県
民
税
２
２
０
０
円
）。

※３総所得金額　利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の譲渡所得、雑所得、
一時所得の金額の合計額。
◎この特集についての問い合わせは、市民税課☎（632）2217へ。

普
通
徴
収
の
納
付
方
法

65
歳
未
満
の

年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

家
屋
敷
課
税
・
事
業
所
課
税

市民税・県民税の特別徴収義務者
への指定を県内一斉実施
　平成27年度から、会社などから給与の
支払いを受けている人は、原則として、
給与からの特別徴収となります。税額
は、勤務先から渡される、「給与所得等
に係る市民税・県民税特別徴収税額の決
定通知書」をご覧ください。

個人の市民税・県民税

徴
収
担
当



ニ
ャ
ン
ニ
ャ
係
長

ニ
ャ
ン
ニ
ャ
係
長

HP

HP
HP

平
成
27
年
度
か
ら
、

原
則
と
し
て
、県
内
全
て
の

給
与
所
得
者
の
市
民
税

県
民
税
は
、給
与
か
ら

差
引
き
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
ニ
ャ

収
　
会
社
な
ど
給
与
の
支
払
者

が
、
税
額
を
６
月
〜
翌
年
５
月

の
年
12
回
に
分
け
て
、
毎
月
給

与
支
払
い
の
際
に
納
税
者
の
給

与
か
ら
差
し
引
き
、
納
税
者
に

代
わ
っ
て
納
め
ま
す
。
退
職
な

ど
に
よ
り
給
与
の
支
払
い
を
受

け
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
給
与

か
ら
差
し
引
き
で
き
な
く
な
っ

た
残
り
の
税
額
を
納
付
書
ま
た

は
口
座
振
替
で
納
め
ま
す
。
た

だ
し
、
次
の
場
合
を
除
き
ま
す
。

①
退
職
の
際
に
、
給
与
な
ど
か

ら
残
り
の
税
額
を
一
括
し
て
差

し
引
か
れ
る
②
会
社
な
ど
に
再

就
職
し
、
そ
こ
で
引
き
続
き
特

別
徴
収
さ
れ
る
。

■
年
金
所
得
に
関
わ
る
特
別
徴

収
　
４
月
１
日
現
在
、
65
歳
以

上
の
人
の
年
金
所
得
に
関
わ
る

市
民
税
・
県
民
税
は
、
年
金
支

給
時
に
年
金
の
支
払
者
が
、
税

額
を
年
金
か
ら
引
き
落
と
し
、

納
税
者
に
代
わ
っ
て
納
め
ま
す
。

納
付
の
方
法
は
、
９
ペ
ー
ジ
左

下
の
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
引
き
落
と
さ
れ
る
税
額
は
、

市
民
税
・
県
民
税
税
額
決
定
通

知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
と
な
る
年
金
　
老
齢
基

礎
年
金
・
老
齢
年
金
・
退
職
年

金
な
ど
。
障
害
年
金
や
遺
族
年

金
な
ど
、
非
課
税
の
年
金
は
対

象
外
。
年
金
所
得
に
関
わ
る
市

民
税
・
県
民
税
の
み
が
特
別
徴

収
で
す
。

　
年
金
所
得
以
外
の
給
与
所
得

や
事
業
所
得
な
ど
に
関
わ
る
税

特
別
徴
収
の
納
付
方
法

ご確認ください
　個人の市民税・県民税は、前年１年間の所
得に対して、１月１日に住所のある市町村で
課税します。均等の税額によって納める均等
割と、個人の所得に応じて納める所得割があ
るので、下の表で確認してください。

均等割が掛か
りますが、所得
割は掛かりま
せん

▽扶養親族のいない人で、前年中の総所得金額など（※２）が35万円以下
▽扶養親族のいる人で、前年中の総所得金額等が「35万円×（本人＋控
除対象配偶者＋控除対象扶養親族の数＋年少扶養親族の数）＋32万円以
下」

宇都宮市に家屋
敷、事業所や事
務所がある

▽生活保護法による生活扶
助を受けている
▽障がい者、未成年者、寡
婦または寡夫で、前年中の
合計所得金額（※１）が125万
円以下

均等割・所得割
共に掛かります

均等割が掛かります。※下の家屋敷課
税・事業所課税を参照

宇都宮市への納税義務はありません
均等割・所得割
共に掛かりませ
ん

▽扶養親族のいない人で、平成26年中の合計所得金額が32万円以下
▽扶養親族のいる人で、平成26年中の合計所得金額が「32万円×(本人＋控除対象配偶者＋控
除対象扶養親族の数＋年少扶養親族の数)＋19万円以下」

スタート
今年１月１日現在、宇都宮市に住んでいた

はい
いいえ
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　平成27年度の個人市民税・県民税の納税・税額決定通知書と課税明細書
を発送しますので、内容をご確認ください。また、市民税・県民税の課税や
納付方法などについて併せてお知らせします。

表　平成27年度の65歳以上の人の公的年金に
　　関わる市民税・県民税の納付方法
■平成26年度から引き続き、引き落としになる人

年金からの特別徴収（引き落とし）
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とし

年税額から仮徴収した額
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分けて引き落とし

納税方法
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普通徴収
（納付書または口座振替）

年金からの特別徴収
（引き落とし）

10月 12月 平成28年
2月

年税額の半分を２回に分
けて納付書又は口座振
替で納税

年税額の残り半分を10
月から３回に分けて引き
落とし

納税方法

徴収月

税額

6月 8月

1

2

4

3

　
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
な

ど
の
所
得
が
あ
る
人
は
、
市
か

ら
送
付
す
る
納
付
書
ま
た
は
口

座
振
替
で
納
め
ま
す
。

■
納
税
・
税
額
決
定
通
知
書
と

課
税
明
細
書
の
発
送

▽
発
送
予
定
日
　
４
月
１
日
現

在
、65
歳
未
満
の
人
＝
６
月
１
日
、

65
歳
以
上
の
人
＝
６
月
８
日
。

▽
納
期
　
６
・
８
・
10
月
、
翌

年
１
月
。
一
括
ま
た
は
年
４
回

払
い
。

■
納
期
内
は
、
ペ
イ
ジ
ー
納
付

が
で
き
ま
す
　パ
ソ
コ
ン
や
携

帯
電
話
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
バ
ン
キ
ン
グ
や
、
銀
行
Ａ
Ｔ

Ｍ
を
利
用
し
、
金
融
機
関
の
営

業
時
間
外
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

ペ
イ
ジ
ー
の
使
い
方
な
ど
、
詳

し
く
は
、
各

を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

▽
ペ
イ
ジ
ー
の
使
い
方
　

htt
p://www.pay-easy.jp/ind
ex.htm

l

。

▽
対
応
金
融
機
関
な
ど
　
市

。

■
納
期
内
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
、

郵
便
局
で
も
納
付
で
き
ま
す
　

た
だ
し
、
納
付
額
が
30
万
円
を

超
え
る
も
の
な
ど
、
バ
ー
コ
ー

ド
が
印
字
さ
れ
て
い
な
い
納
付

書
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。

■
給
与
所
得
に
関
わ
る
特
別
徴

※１合計所得金額　純損失、雑損失などの繰越控除前の総所得金額など（※２）の金額。
※２総所得金額など　総所得金額（※３）、上場株式などに関わる配当所得の金額（分離課税）、土地などに
関わる譲渡所得などの金額、株式などに関わる譲渡所得などの金額、先物取引に関わる雑所得などの金
額、山林所得金額および退職所得金額の合計額（純損失、雑損失などの繰越控除後の金額）。

額
は
、
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収

や
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で

納
め
ま
す
。

▽
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
対

象
　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人
。

①
平
成
27
年
４
月
１
日
現
在
、

65
歳
以
上
（
昭
和
25
年
４
月
２

日
以
前
の
生
ま
れ
）
②
平
成
26

年
中
に
支
払
わ
れ
た
公
的
年
金

な
ど
に
関
わ
る
市
民
税
・
県
民

税
が
課
税
に
な
る
③
平
成
27
年

１
月
１
日
以
降
、
引
き
続
き
市

内
に
住
所
が
あ
る
④
介
護
保
険

料
の
特
別
徴
収
の
対
象
。

　
そ
れ
以
外
の
人
の
年
金
所
得

に
関
わ
る
市
民
税
・
県
民
税
は
、

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納

め
ま
す
。

▽
確
定
申
告
な
ど
で
年
度
の
途

中
で
税
額
が
変
更
と
な
る
人
　

年
金
か
ら
税
額
を
引
き
落
と
し

で
き
な
く
な
る
た
め
、
残
り
の

税
額
を
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
で
納
め
ま
す
。

　
平
成
27
年
４
月
１
日
現
在
、

65
歳
未
満
の
人
の
年
金
所
得
に

関
わ
る
市
民
税
・
県
民
税
は
、

特
別
徴
収
事
業
所
に
勤
務
す
る

人
は
給
与
か
ら
特
別
徴
収
（
引

き
落
と
し
）
で
、
そ
れ
以
外
の

人
は
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
で
納
付
し
ま
す
。
な
お
、
確

定
申
告
書
や
市
民
税
・
県
民
税

申
告
書
で
、
給
与
以
外
の
所
得

に
関
わ
る
税
額
の
納
付
を
、
自

分
で
納
付
す
る
こ
と
を
希
望
し

た
人
は
、
年
金
所
得
に
関
わ
る

市
民
税
・
県
民
税
は
普
通
徴
収

と
な
り
ま
す
。

　
本
市
以
外
の
市
区
町
村
で
住

民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人
で

も
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人
は
、
道
路
の
管
理
や
ご
み

収
集
、
消
防
・
救
急
な
ど
の
行

政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
こ

と
か
ら
、
本
市
で
の
、
市
民

税
・
県
民
税
の
課
税
の
対
象
と

な
り
ま
す
の
で
、
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

▽
家
屋
敷
課
税
　
市
内
に
住
宅

を
所
有
す
る
市
外
へ
の
単
身
赴

任
者
な
ど
。

▽
事
業
所
課
税
　
市
内
に
事
務

所
や
事
業
所
が
あ
る
市
外
居
住

の
事
業
主
な
ど
。

▽
税
額
　
住
民
税
の
均
等
割
５

７
０
０
円
（
市
民
税
３
５
０
０

円
＋
県
民
税
２
２
０
０
円
）。

※３総所得金額　利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の譲渡所得、雑所得、
一時所得の金額の合計額。
◎この特集についての問い合わせは、市民税課☎（632）2217へ。

普
通
徴
収
の
納
付
方
法

65
歳
未
満
の

年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

家
屋
敷
課
税
・
事
業
所
課
税

市民税・県民税の特別徴収義務者
への指定を県内一斉実施
　平成27年度から、会社などから給与の
支払いを受けている人は、原則として、
給与からの特別徴収となります。税額
は、勤務先から渡される、「給与所得等
に係る市民税・県民税特別徴収税額の決
定通知書」をご覧ください。

個人の市民税・県民税

徴
収
担
当



ニ
ャ
ン
ニ
ャ
係
長

ニ
ャ
ン
ニ
ャ
係
長

HP

HP
HP

平
成
27
年
度
か
ら
、

原
則
と
し
て
、県
内
全
て
の

給
与
所
得
者
の
市
民
税

県
民
税
は
、給
与
か
ら

差
引
き
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
ニ
ャ

収
　
会
社
な
ど
給
与
の
支
払
者

が
、
税
額
を
６
月
〜
翌
年
５
月

の
年
12
回
に
分
け
て
、
毎
月
給

与
支
払
い
の
際
に
納
税
者
の
給

与
か
ら
差
し
引
き
、
納
税
者
に

代
わ
っ
て
納
め
ま
す
。
退
職
な

ど
に
よ
り
給
与
の
支
払
い
を
受

け
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
給
与

か
ら
差
し
引
き
で
き
な
く
な
っ

た
残
り
の
税
額
を
納
付
書
ま
た

は
口
座
振
替
で
納
め
ま
す
。
た

だ
し
、
次
の
場
合
を
除
き
ま
す
。

①
退
職
の
際
に
、
給
与
な
ど
か

ら
残
り
の
税
額
を
一
括
し
て
差

し
引
か
れ
る
②
会
社
な
ど
に
再

就
職
し
、
そ
こ
で
引
き
続
き
特

別
徴
収
さ
れ
る
。

■
年
金
所
得
に
関
わ
る
特
別
徴

収
　
４
月
１
日
現
在
、
65
歳
以

上
の
人
の
年
金
所
得
に
関
わ
る

市
民
税
・
県
民
税
は
、
年
金
支

給
時
に
年
金
の
支
払
者
が
、
税

額
を
年
金
か
ら
引
き
落
と
し
、

納
税
者
に
代
わ
っ
て
納
め
ま
す
。

納
付
の
方
法
は
、
９
ペ
ー
ジ
左

下
の
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
引
き
落
と
さ
れ
る
税
額
は
、

市
民
税
・
県
民
税
税
額
決
定
通

知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
と
な
る
年
金
　
老
齢
基

礎
年
金
・
老
齢
年
金
・
退
職
年

金
な
ど
。
障
害
年
金
や
遺
族
年

金
な
ど
、
非
課
税
の
年
金
は
対

象
外
。
年
金
所
得
に
関
わ
る
市

民
税
・
県
民
税
の
み
が
特
別
徴

収
で
す
。

　
年
金
所
得
以
外
の
給
与
所
得

や
事
業
所
得
な
ど
に
関
わ
る
税

特
別
徴
収
の
納
付
方
法

ご確認ください
　個人の市民税・県民税は、前年１年間の所
得に対して、１月１日に住所のある市町村で
課税します。均等の税額によって納める均等
割と、個人の所得に応じて納める所得割があ
るので、下の表で確認してください。

均等割が掛か
りますが、所得
割は掛かりま
せん

▽扶養親族のいない人で、前年中の総所得金額など（※２）が35万円以下
▽扶養親族のいる人で、前年中の総所得金額等が「35万円×（本人＋控
除対象配偶者＋控除対象扶養親族の数＋年少扶養親族の数）＋32万円以
下」

宇都宮市に家屋
敷、事業所や事
務所がある

▽生活保護法による生活扶
助を受けている
▽障がい者、未成年者、寡
婦または寡夫で、前年中の
合計所得金額（※１）が125万
円以下

均等割・所得割
共に掛かります

均等割が掛かります。※下の家屋敷課
税・事業所課税を参照

宇都宮市への納税義務はありません
均等割・所得割
共に掛かりませ
ん

▽扶養親族のいない人で、平成26年中の合計所得金額が32万円以下
▽扶養親族のいる人で、平成26年中の合計所得金額が「32万円×(本人＋控除対象配偶者＋控
除対象扶養親族の数＋年少扶養親族の数)＋19万円以下」

スタート
今年１月１日現在、宇都宮市に住んでいた

はい
いいえ


